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○吉野川市建設工事請負業者選定要綱

平成１６年１０月１日

告示第６４号

改正 平成１８年３月３１日告示第４５号

平成１９年３月３０日告示第３６号

平成２０年３月３１日告示第２７号

平成２０年４月３０日告示第５１号

平成２０年１２月２２日告示第１１５号

平成２１年３月３１日告示第３９号

平成２１年４月３日告示第５６号

平成２２年３月３１日告示第２５号

平成２２年５月３１日告示第４８号

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 業者の格付け及び標準発注金額（第３条）

第３章 建設工事審査委員会（第４条―第１０条）

第４章 適格業者の選定（第１１条・第１２条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この告示は、市が発注する建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約につい

て必要な事項を定め、その請負業者（以下「業者」という。）を公正かつ適切に選定すること

を目的とする。

２ 随意契約について、特別の理由があるときは、第２条、第１１条及び第１２条の規定にかか

わらず、請負業者を選定することができる。ただし、この場合において、第４条から第１０条

までの規定を準用する。

（業者の資格）

第２条 業者の資格は、吉野川市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加

資格審査要綱（平成１６年吉野川市告示第６５号）第５条の規定により、等級別に格付けされ

た者とする。

第２章 業者の格付け及び標準発注金額
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（格付け及び標準発注金額）

第３条 吉野川市建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱第

５条の規定による格付け及び標準発注金額は、毎年度次条に規定する建設工事審査委員会にお

いて定める。

第３章 建設工事審査委員会

（委員会の設置）

第４条 建設工事における業者の選定を公正かつ適切にするとともに、適正な契約の履行を確保

するため、建設工事審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

２ 委員会は、業者の工事施工能力、経営規模、工事成績、信用度、地理的条件その他の諸条件

を審査し、適格業者を選定する。

（組織）

第５条 委員会は、次の職にあるものをもって組織する。

(１) 副市長

(２) 建設部、産業経済部及び水道部の部長

(３) 建設工事を所管する課等の長

（委員長）

第６条 委員会の委員長は、副市長をもって充てる。

２ 委員長は、会議を総理する。

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

４ 委員長は、臨時に必要と認めるときは、関係職員のうちから臨時委員を指名することができ

る。

（会議）

第７条 委員会の会議は、委員長が招集する。

２ 委員会の議事は、公表しない。

（委員会の庶務）

第８条 委員会の庶務は、監理課において処理する。

（その他）

第９条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

（職務上の秘密保持）

第１０条 委員会の委員長、委員、臨時委員及び関係職員は、業者選定について職務上知り得た

事項を他に漏らしてはならない。
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第４章 適格業者の選定

（適格業者の選定）

第１１条 適格業者の選定は、当該建設工事の標準発注金額に対応する等級の資格を有する業者

のうちから選定するものとする。

（適格業者選定の特例）

第１２条 災害工事等で緊急を要するとき、特殊技術を要するとき、その他の特別の理由がある

ときは、前条の規定にかかわらず、適格業者を選定することができる。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この告示の施行の日の前日において、合併前の鴨島町、川島町、山川町及び美郷村で現に資

格を有する業者の資格については、なお従前の例による。この場合において、当該資格の有効

期限は、平成１７年４月３０日までとする。

３ この告示の施行の日の前日までに、合併前の鴨島町、川島町、山川町及び美郷村でなされた

業者の格付及び標準発生金額については、なお従前の例による。この場合において、当該格付

及び標準発生金額の有効期限は、平成１７年４月３０日までとする。

附 則（平成１８年３月３１日告示第４５号）

この告示は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年３月３０日告示第３６号）

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年３月３１日告示第２７号）

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年４月３０日告示第５１号）

この告示は、平成２０年６月１日から施行する。

附 則（平成２０年１２月２２日告示第１１５号）

この告示は、平成２０年１２月２２日から施行する。

附 則（平成２１年３月３１日告示第３９号）

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年４月３日告示第５６号）

この告示は、平成２１年４月３日から施行する。
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附 則（平成２２年３月３１日告示第２５号）

この告示は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年５月３１日告示第４８号）

この告示は、平成２２年６月１日から施行する。


